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動物検疫所神戸支所交渉（全農林労働組合兵庫分会）

議 事 要 旨

１ 開催日時 平成２９年１２月２７日（水）１７:２０～１７：３０（１０分）

２ 場 所 神戸防災合同庁舎健康管理室

３ 出 席 者 動物検疫所神戸支所 田中 公子 支所長

同 松尾 知己 庶務課長

全農林労働組合兵庫分会 松尾 真理子 副委員長

４ 議 題 ２０１７秋闘要求書回答

（全農林労働組合兵庫分会提出 別添「要求書」）

５ 議事概要

（庶務課長）

ただいまから、全農林労働組合兵庫分会からの要求に基づく交渉を開始する。

本日の交渉に先立ち、国家公務員法第108条の５の規定に基づく予備交渉の段

階で取り決めた事項を報告する。

全農林労働組合兵庫分会から提出された要求事項のうち「新たな労使関係の構

築に関する基本方針について」第３の１の（３）に定められた要件を満たし、交

渉事項とする事項は、「Ⅰ 労働諸条件の改善について」の１及び２の超過勤務

縮減の部分、３のセクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメント根絶の部分、

４の年次休暇等が取得しやすい職場環境づくりの部分、５、６、「Ⅱ 福利厚生

施策の充実について」の何でも相談できる職場環境づくりの部分、「Ⅲ 新たな

人事評価制度について」とし、その他の事項については、管理運営事項に該当す

ることから要望事項として整理しているので、これを前提として交渉を行う。

（松尾副委員長）

本日は、お忙しいところ交渉の場を設けていただき感謝する。

要求書の内容は組合員にとって切実な問題であるので、回答をお願いする。

（庶務課長）

それでは要求事項について支所長から回答していただきます。

（田中支所長）

Ⅰの１及び２の超過勤務縮減については、管理職員による事前命令の徹底等実
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効ある縮減対策の取組を進めているところである。今後とも、定期的に超過勤務

縮減の取組の検証を行うなど適切に対応してまいりたい。

Ⅰの３のセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント根絶については、

人事院が作成した「パワー・ハラスメント」を起こさないために注意すべき言動

例（通知）及び防止ハンドブックが職員掲示板に掲載されていることを職員周知

するなど、その防止に努めているところである。

また、セクシュアル・ハラスメント防止については、防止週間においても、掲

示板に各種通知と併せて掲載する等の周知を行い、セクハラの防止及び排除のた

めの措置を講じているところである。

Ⅰの４の年次休暇等の取得しやすい職場環境整備については、年次休暇や夏季

休暇等の計画的使用促進のために休暇計画表を作成するなど取り組んでいるとこ

ろであるが、引き続き、職員が休暇を取得しやすい職場環境づくりに努めてまい

りたい。

Ⅰの５の育児休業等の取得しやすい職場環境整備については、動物検疫所は、

女性職員の割合が年々増加していることから、女性が働きやすく、育児や介護等

と両立して活躍できる職場環境の整備についても、引き続き努力してまいりたい。

Ⅰの６の明るく働きがいのある民主的な職場の確立については、各職場におい

て、所内ミーティング等を開催して日頃から管理者と職員のコミュニケーション

を図っているところであるが、引き続き管理者が率先して職員とのコミュニケー

ションを図り、風通しの良い明るく働きがいがあり、かつ、業務が円滑に進めら

れる職場環境づくりに努めてまいりたい。

Ⅱの福利厚生施策の充実については、心の健康に問題のある職員の早期発見・

早期対応のため、職場内の相談体制を整備し、職員の健康管理には十分注意を払

い、必要な指導を行っているところである。

また、専門家による支援が必要ではないかと感じた場合には積極的に外部の専

門機関に相談できる体制を整備し、職場と専門家が連携して対応することとして

いるところである。

職員のメンタルヘルス対策は円滑な業務運営の観点からも重要な課題であり、

何でも相談できる職場環境を構築するため、引き続き所内関係者と連携しながら

対応してまいりたい。
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Ⅲの新たな人事評価制度については、人事評価の期首・期末面談にかかわらず、

日常的な指導・助言やコミュニケーションは所内の意識の共有や業務改善等につ

ながるほか、職場の実情を把握するうえで最も重要な手段と認識している。今後

も、日常のコミュニケーションを奨励し、十分理解が得られる人事評価となるよ

う尽力してまいりたい。

（松尾副委員長）

回答いただきありがとうございました。

要求実現のため引き続きの対応をお願いする。

（庶務課長）

以上で交渉を終了いたします。






